
令和７年第１３回にかほ市教育委員会 定例会 

 

 

                       日 時 令和７年１２月２３日（火） 

                  午後１時３０分～ 

場 所 金浦公民館 ２階 軽運動室 

 

議 事 日 程 

 

第 １  会議録署名委員の指名 

第 ２  議案第４０号  臨時代理の報告及び承認について 

第 ３  議案第４１号  臨時代理の報告及び承認について 

第 ４  議案第４２号  臨時代理の報告及び承認について 

第 ５  報 告 
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令和７年第１３回にかほ市教育委員会会議録 

 

１．期  日   令和 7年 12 月 23 日 火曜日 

２．場  所   金浦公民館 軽運動室 

３．開  会   午後 1 時 30 分 

４．閉  会   午後  2 時 08 分 

 

５．出席委員   教育長  小 園  敦 

委 員  伊 藤  知  

委 員  小 松 雅 子 

         委 員  佐 藤  緑 

 

６．説明のための出席者 

教 育 次 長   佐 藤 喜 仁 

教育総務課長   山 田   高 

学校教育課長   菊 地   良 

生涯学習課長   鈴 木 直 子 

仁賀保公民館長   佐々木  美 和 

象潟公民館長   村 上 裕 子 

仁賀保勤労青少年ホーム館長      齊  藤 浩 司 

フェライト子ども科学館長   鎌 田 昭 義 

白瀬南極探検隊記念館長   小 森 俊 英 

文化財保護課長   佐々木 真紀子 

          

７．書  記   教育総務課副主幹   加 賀 真珠美 

 

８．会議に付した議案 

議案第 40 号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 41 号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 42 号 臨時代理の報告及び承認について 

 

９．可 決 し た 議 案 

議案第 40 号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 41 号 臨時代理の報告及び承認について 

議案第 42 号 臨時代理の報告及び承認について 
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１０．その他の確認事項 

    （１）令和 8 年第 1 回教育委員会は令和 8 年 1 月 30 日（金）午後 1 時 30 分か

ら金浦公民館で開催することにした。 

 

１１．会議の要旨 

 

             【開会 午後１時 30 分】 

 

【教育長】 

これから令和 7年第 13回にかほ市教育委員会を開会いたします。本日は佐藤道彦委員

から欠席の連絡がございましたが、出席委員は 4名でありますので会議は成立します。 

議事日程の第 1「会議録署名委員の指名」を行います。委員には、小松委員と佐藤緑委

員にお願いいたします。書記には、事務局の加賀副主幹を指名いたします。 

議事日程の第 2「議案第 40 号 臨時代理の報告及び承認について」を議題といたしま

す。教育総務課長から説明をお願いします。 

 

【教育総務課長】 

 「議案第 40号 臨時代理の報告及び承認について」ご説明いたします。議案書は 1ペ

ージと 2ページなります。一緒に資料としてお渡ししておりました、12月補正予算第 10

号 追加提案分説明資料をご覧ください。 

 12 月定例会の初日、11 月 25 日に追加議案として「にかほ市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例」が提出され、議会最終日に可決されております。内容は

秋田県人事委員会からの「職員の給与等に関する報告及び勧告」に鑑み、一般職の職員の

給料月額並びに期末手当、勤勉手当などを改正するという内容でありました。同日付で臨

時代理での処理を行っております。令和 6年度以降、会計年度任用職員についても、国の

取り扱いに準じて一般職員の給与改定に準じた取扱いとする規則改正等が行われており

ます。会計年度職員も改正後の給料表により 4 月に遡及しての適用となりますので、報

酬月額と期末勤勉手当、通勤手当の引き上げに伴う差額支給分が、今回の増額補正の内容

となります。各課各館における補正額につきましては、お配りしている説明資料に記載の

とおりであります。今回の補正予算に関係する教育委員会部局の会計年度任用職員の内

訳は、教育総務課の一般事務補助 1 人と環境整備作業員 2 人、学校教育課では学校校務

員、図書司書補助、学校生活・学習サポート支援員、学校給食調理員など 86 人、図書館

ではこぴあ、仁賀保分館、象潟分館における窓口スタッフ 7人、フェライト子ども科学館

では窓口スタッフ、管理人など 7 人、白瀬記念館では窓口スタッフ 5 人、文化財保護課

では文化財・資料館の資料調査員 1 人と行ヒ森遺跡発掘調査事業の補助員が 1 人など、

合計 110 人の方が対象となっています。参考までに、12 月補正予算説明資料の 7 ページ

に各課各館における人数の内訳と職種内容を記載しておりますのでご確認ください。議

案第 40 号に関する説明は以上となります。 
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【教育長】 

 議案第 40 号について、質問等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

【教育長】 

 議案第 40 号については、承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第 40号については、異議無いものと認め、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 次に議事日程の第 3 議案第 41号および議事日程の第 4 議案第 42号それぞれの「臨時

代理の報告および承認について」の 2 件を一括議題といたします。教育総務課長から説

明をお願いします。 

 

【教育総務課長】 

 それでは議案第 41 号と議案第 42 号についてご説明いたします。議案第 41 号につきま

しては、議案書 3 ページと 4 ページをご覧ください。令和 7 年 11 月 30 日付けで、にか

ほ市教育委員会職員の人事異動が発令されました。内容は議案書に記載のとおり、仁賀保

公民館長に兼務となっていた象潟公民館長の兼務解除という内容でした。11 月 30 日付け

での発令であったため、臨時代理の手続きをとりました。 

 続いて、議案第 42号につきましては、議案書 5ページと 6ページをご覧ください。令

和 7年 12 月１日付けで、にかほ市教育委員会職員の人事異動が発令されました。内容は

議案書に記載のとおり、象潟公民館の職員及び象潟公民館長兼 図書館象潟分館勤務に関

する異動という内容でした。12 月 1 日付けでの発令であったため、臨時代理の手続きを

とりました。議案第 41号と議案第 42 号の説明は以上となります。 

 

【教育長】 

 議案第 41 号および議案第 42 号について、質問等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

【教育長】 

 議案第41号および議案第42号については、承認することとしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 
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【教育長】 

議案第 41 号および議案第 42 号の 2 件については、異議ないものと認め、原案のとお

り承認することに決定いたしました。 

 それでは、新たに着任された象潟公民館長より一言挨拶をお願いしたいと思います。 

 

【象潟公民館長】 

 12 月 1日付で象潟公民館長に着任しました。11 月末までは農業委員会事務局班長を務

めており、これまで教育委員会の業務に携わったことがありませんので、新しいことばか

りで勉強することがたくさんあるかと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

 

【教育長】 

 次に議事日程の第 5「報告」に入ります。教育総務課長から順次、報告をお願いします。 

（教育総務課長から順次、報告） 

 

【教育長】 

 ただいま各課等から「報告」がありましたが、確認したいことや詳しく聞いてみたいこ

となどございませんか。 

 

【佐藤緑委員】 

 報告内容とは関係ありませんが、部活動指導員の方がいらっしゃると思います。うまく

機能していらっしゃるでしょうか。指導する方と学校とのコミュニケーションが取れて

いるのかということが気になっておりました。生徒たちが部活動に真剣に打ち込む姿勢

が向上しているなど変化はありますか。 

 

【学校教育課長】 

 うまく機能していないといったことや、コミュニケーションに困っているといった話

は聞こえてきていません。実態を聞いていても、子どもたちとの関係において問題なく取

り組んでいただいているという印象を持っています。5 名の部活動指導員の方がいます

が、どの指導者の方も一生懸命、子どもたちに指導してくださっていると感じています。 

 

【佐藤緑委員】 

 来年度以降も継続してくださるのでしょうか。また増員する予定などはないでしょう

か。 

 

【学校教育課長】 

 5 名という枠は確保しており、この方々に来年度も継続していただくかについては、こ

の後、確認をすることになります。増やす予定は現時点ではありません。5名を維持した

いと考えております。 






























